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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式：
【化１】

（式中、ｍは、８．０から１３．０の平均値を表し、
　ｎは、６．０から１７．０の平均値を表す）
の脂肪アルコールエトキシラートの、ネオニコチニル物質の群からの殺虫的活性化合物の
ための浸透剤としての使用であって、式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラートを、商業
的配合物中に、それらが０．１重量％から３０重量％の濃度で存在し、ネオニコチニル物
質の群からの殺虫的活性化合物の、式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラートに対する重
量比が、１：０．１から１：２．０であるような量で使用する使用。
【請求項２】
　０．１重量％から３０重量％の、請求項１に記載の式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシ
ラート、
　１重量％から５０重量％の、ネオニコチニル物質の群からの活性化合物、
　１重量％から８０重量％の、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチルピロリドン及び／又は
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ブチロラクトン並びに
　０重量％から２０重量％の添加物
を含み、活性化合物の式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラートに対する重量比が１：０
．１から１：２．０であることを特徴とする植物処理組成物。
【請求項３】
　ネオニコチニルとして、イミダクロプリド、ニテンピラム、アセタミプリド、チアクロ
プリド、チアメトキサム、クロチアニジン又はジノテフランを含むことを特徴とする、請
求項２に記載の植物処理組成物。
【請求項４】
　式：
【化２】

（式中、
　ｍは、８．０から１３．０の平均値を表し、
　ｎは、６．０から１７．０の平均値を表す）
の脂肪アルコールエトキシラート、
　０．００１重量％から０．０３重量％のネオニコチニル物質の群からの活性化合物、
　０重量％から５０重量％のジメチルスルホキシド、Ｎ－メチルピロリドン及び／又はブ
チロラクトン
　０重量％から９５重量％の添加物
を含み、活性化合物の式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラートに対する重量比が１：０
．１から１：２．０であることを特徴とする、そのまま使用できる植物処理組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、殺虫特性を有する或る種の活性化合物のための浸透剤としての、脂肪アルコ
ールエトキシラートの新規な使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多数の農薬的活性化合物、特に、浸透作用を有するものは、その活性を植物全体に均一
に展開できるように、植物の中に浸透しなくてはならないことが、一般的に知られている
。それで、活性化合物が葉から吸収されるとき、活性化合物は、表皮の浸透バリヤーを克
服しなくてはならない。更に、農薬的活性化合物が、できるだけ大きい表面に亘って分布
され、植物の中に迅速に浸透することが重要である。それは、そうしないと、活性成分が
雨によって洗い流される危険が存在するからである。
【０００３】
　更に、例えば、界面活性剤、鉱油及び植物油のような、作物保護組成物中に使用される
幾つかの添加物が、植物の中への農薬的活性化合物の浸透を促進し、そうして、活性化合
物の活性を増強できることが、一般的に知られている。個々の場合に、この添加物は浸潤
性を増加させ、植物の表面上のスプレー皮膜のより良い分布（＝散布）に至り、部分溶解
による乾燥したスプレー残渣中の活性化合物の利用性を増加させ又は表皮を通過する活性
化合物の浸透を直接促進することができる。それで、この添加物は、配合物の中に直接的
に含有させられる（これは、一定のパーセンテージ以下でのみ可能である）か又はタンク
混合方法を使用して当該のスプレー液体に添加される。
【０００４】
　更に、脂肪アルコールエトキシラートを、多数の農薬的活性化合物のための浸透剤とし
て使用できることも既に知られている（欧州特許出願公開第０５７９０５２号明細書及び
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Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　＆　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．、第２巻（１９９８年）、第８０
９－８３７頁に於ける最近の研究成果参照）。しかしながら、所望の効果は、使用された
配合物が、脂肪アルコールエトキシラートの比較的高い含有量を有するときのみ観察され
ることが不利である。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　式：
【０００６】
【化１】

（式中、
　ｍは、８．０から１３．０の平均値を表し、
　ｎは、６．０から１７．０の平均値を表す）
の脂肪アルコールエトキシラートを、それらが０．１重量％から３０重量％の濃度で商業
的配合物中に存在し、ネオニコチニル物質（ｎｅｏｎｉｃｏｔｉｎｙｌｓ）の群からの殺
虫的活性化合物の、式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラートに対する重量比が１：０．
１から１：２．０であるとき、ネオニコチニル物質の群からの殺虫的活性化合物のための
浸透剤として使用することができることが見出された。
【０００７】
　従って、本発明は、上記の目的のための式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラートの使
用に関する。更に、本発明は、
　０．１重量％から３０重量％の、式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラート、
　１重量％から５０重量％の、ネオニコチニル物質の群からの活性化合物、
　１重量％から８０重量％の、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチルピロリドン及び／又は
ブチロラクトン並びに
　０重量％から２０重量％の添加物
を含む植物処理組成物に関する。
【発明の効果】
【０００８】
　式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラートが、殺虫的活性ネオニコチニル物質のための
浸透剤として、同じ目的のために使用された匹敵する物質よりも一層顕著に適しているこ
とは、極めて驚くべきことである。非常に低い濃度の式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシ
ラートでも、所望の効果を達成するために十分であることも予測されない。
【０００９】
　式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラートの本発明による使用は、多数の利点を有する
。そうして、これらの脂肪アルコールエトキシラートは、如何なる問題も無しに取り扱う
ことができる製品であり、比較的大量でも入手できる。更に、これらは生物分解性であり
、顕著に増加させるべきネオニコチニル物質の適用の有効性を許容する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　式（Ｉ）は、本発明により使用することができる脂肪アルコールエトキシラートの一般
的定義を与える。これらの脂肪アルコールエトキシラートは、一般的に、異なった鎖長を
有するこの種類の物質の混合物である。従って、指標ｍ及びｎについて、整数でなくても
よい平均値が得られる。
【００１１】
　ｍが９．０から１２．０の平均値を表し、
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　ｎが７．０から９．０の平均値を表す、
　式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラートを使用することが好ましい。
【００１２】
　ｍが１０．５の平均値を表し、
　ｎが８．４の平均値を表す、
式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラートを使用することが非常に好ましい。
【００１３】
　式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラート及び界面活性剤としてのそれらの使用は既に
公知である。
【００１４】
　本明細書に於いて、殺虫的活性ネオニコチニル物質は、好ましくは、下記の物質を意味
するとして理解されるべきである。
【００１５】
【化２】
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【００１６】
　上記の物質及び殺虫剤としてのそれらの使用は公知である。
【００１７】
　本発明による植物処理組成物中に含有させることができる適切な添加物は、別の農薬的
活性化合物並びに結晶化阻害剤、湿潤剤、乳化剤及びまた水である。
【００１８】
　適切な農薬的活性化合物は、好ましくは、殺虫、殺ダニ及び／又は殺真菌特性を有する
物質である。
【００１９】
　適切な殺虫剤及び／又は殺ダニ剤は、好ましくは、ピレスロイド又はケトエノール誘導
体の群からの活性化合物である。例えば、下記の化合物を挙げることができる。
【００２０】
　シペルメトリン（ｃｙｐｅｒｍｅｔｈｒｉｎ）、
　デルタメトリン（ｄｅｌｔａｍｅｔｈｒｉｎ）、
　ペルメトリン（ｐｅｒｍｅｔｈｒｉｎ）、
　天然ピレトルム（ｐｙｒｅｔｈｒｕｍ）、
　フェンプロパトリン（ｆｅｎｐｒｏｐａｔｈｒｉｎ）、
　シフルトリン（ｃｙｆｌｕｔｈｒｉｎ）、
　β－シフルトリン並びにまた、
　ケトエノール誘導体の群から、３－（２，４－ジクロロフェニル）－４－（１，１－ジ
メチルプロピル－カルボニルオキシ）－５－スピロ－シクロヘキシル－３－ジヒドロフラ
ン－２－オン及び３－（２，４，６－トリメチルフェニル）－４－（２，２－ジメチルプ
ロピル－カルボニルオキシ）－５－スピロ－シクロペンチル－３－ジヒドロフラン－２－
オン。
【００２１】
　適切な殺真菌剤は、好ましくは、アゾール、ストロビルリン（ｓｔｒｏｂｉｌｕｒｉｎ
）誘導体及びアミノ酸誘導体の群からの活性化合物である。例えば、下記の化合物を挙げ
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ることができる。
【００２２】
　テブコナゾール（ｔｅｂｕｃｏｎａｚｏｌｅ）、
　シプロコナゾール（ｃｙｐｒｏｃｏｎａｚｏｌｅ）、
　トリアジメノール（ｔｒｉａｄｉｍｅｎｏｌ）、
　マイクロブタニル（ｍｙｃｌｏｂｕｔａｎｉｌ）、
　トリフロキシストロビン（ｔｒｉｆｌｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）、
　アゾキシストロビン（ａｚｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）、
　クレソキシム－メチル（ｋｒｅｓｏｘｉｍ－ｍｅｔｈｙｌ）、
　ピラクロストロビン（ｐｙｒａｃｌｏｓｔｒｏｂｉｎ）、
　３－［１－（２－［４－（２－クロロフェノキシ）－５－フルオロピリミド－６－イル
オキシ］－フェニル）－１－（メトキシイミノ）メチル］－５，６－ジヒドロ－１，４，
２－ジオキサジン及び
　イプロバリカルブ（ｉｐｒｏｖａｌｉｃａｒｂ）。
【００２３】
　本発明による植物処理組成物中に存在していてよい適切な結晶化阻害剤は、このような
目的のために農薬組成物中に慣習的に使用することができる全ての物質である。例えば、
Ｎ－オクチルピロリドン及びＮ－ドデシルピロリドンのようなＮ－アルキルピロリドン、
更に、例えば、商品名ルビスコール（Ｌｕｖｉｓｋｏｌ）ＶＡ６４（ＢＡＳＦ社から）で
公知であるポリビニルピロリドン／ポリビニルアルコールコポリマーのような、ポリビニ
ルピロリドンとポリビニルアルコールとのコポリマー、更に、商品名ホールコミド（Ｈａ
ｌｌｃｏｍｉｄ）（登録商標）（ホール社（Ｈａｌｌ　Ｃｏｍｐ．）から）で公知である
Ｎ，Ｎ－ジメチル－デカンアミド又はＮ，Ｎ－ジメチル－Ｃ６－１２－アルカンカルボキ
サミド混合物のような、Ｎ，Ｎ－ジメチル－アルキルカルボキサミド並びに更に、例えば
、商品名シンペロニック（Ｓｙｎｐｅｒｏｎｉｃ）Ｔ３０４（ユニケマ社（Ｕｎｉｑｅｍ
ａ）から）で公知である製品のような、エチレンジアミンとエチレンオキシド及びプロピ
レンオキシドとのコポリマーを挙げることができる。
【００２４】
　適切な湿潤剤は、このような目的のために植物処理組成物中に慣習的に使用することが
できる全ての物質である。例えば、アルキルフェノールエトキシラート、ジオクチルスル
ホコハク酸ナトリウムのようなジアルキルスルホコハク酸塩、ラウリルエーテルスルフェ
ート及びポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルを挙げることができる。
【００２５】
　適切な乳化剤は、農薬組成物中に慣習的に使用されている、表面活性特性を有する全て
の慣習的非イオン性、アニオン性、カチオン性及び双性イオン性物質である。これらの物
質には、脂肪酸、脂肪酸エステル、脂肪アルコール、脂肪アミン、アルキルフェノール又
はアルキルアリールフェノールと、エチレンオキシド及び／又はプロピレンオキシド及び
／又はブチレンオキシドとの反応生成物並びにそれらの硫酸エステル、リン酸モノエステ
ル及びリン酸ジエステル、更に、エチレンオキシドとプロピレンオキシドとの反応生成物
、追加的に、アルキルスルホン酸塩、アルキル硫酸塩、アリール硫酸塩、テトラアルキル
アンモニウムハライド、トリアルキルアリールアンモニウムハライド並びにアルキルアミ
ンスルホン酸塩が含まれる。この乳化剤は、個別に又はその代わりに混合物で使用するこ
とができる。例えば、ひまし油とエチレンオキシドとの１：２０から１：６０のモル比で
の反応生成物、Ｃ６～Ｃ２０－アルコールとエチレンオキシドとの１：５から１：５０の
モル比での反応生成物、脂肪アミンとエチレンオキシドとの１：２から１：２５のモル比
での反応生成物、１モルのフェノールと２モルから３モルのスチレン及び１０モルから５
０モルのエチレンオキシドとの反応生成物、Ｃ８～Ｃ１２－アルキルフェノールとエチレ
ンオキシドとの１：５から１：３０のモル比での反応生成物、アルキルグリコシド、例え
ば、カルシウム塩、モノエタノールアンモニウム塩、ジエタノールアンモニウム塩及びト
リエタノールアンモニウム塩のようなＣ８～Ｃ１６－アルキルベンゼンスルホン酸塩を挙



(7) JP 4319905 B2 2009.8.26

10

20

30

40

50

げることができる。
【００２６】
　挙げることができる非イオン性乳化剤の例は、商品名プルロニック（Ｐｌｕｒｏｎｉｃ
）ＰＥ１０１００（ＢＡＳＦ社から）及びアトロックス（Ａｔｌｏｘ）４９１３（ユニケ
マ社から）で公知である製品である。トリスチリル－フェニルエトキシラートも適してい
る。挙げることができるアニオン性乳化剤の例は、商品名バイカノール（Ｂａｙｋａｎｏ
ｌ）ＳＬで公知である、バイエル社（Ｂａｙｅｒ　ＡＧ）からの商品（＝スルホン化ジト
リルエーテルとホルムアルデヒドとの縮合物）及びまたリン酸化又は硫酸化トリスチリル
－フェノールエトキシラート、特に、ソプロホル（Ｓｏｐｒｏｐｈｏｒ）ＦＬＫ及びソプ
ロホル４Ｄ３８４（ローディア社（Ｒｈｏｄｉａ）から）である。
【００２７】
　式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラートを本発明により使用するとき、これらの生成
物の含有量は、一定の範囲内で変化させることができる。一般的に、式（Ｉ）の脂肪アル
コールエトキシラートは、それらが、０．１重量％から３０重量％、好ましくは０．５重
量％から１５重量％の濃度で商業的配合物中に存在するような量で使用される。ここで、
ネオニコチニル物質の群からの殺虫的活性化合物の、式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシ
ラートに対する重量比は、それが一般的に１：０．１から１：２．０、好ましくは１：０
．２から１：０．５であるように選択される。
【００２８】
　本発明による植物処理組成物中の個々の成分の含有量は、一定の範囲内で変化させるこ
とができる。
【００２９】
　－式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラートの濃度が０．５重量％から１５重量％であ
り、
　－ネオニコチニル物質の群からの活性化合物の濃度が２．５重量％から３０重量％であ
り、
　－ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチルピロリドン及び／又はブチロラクトンの濃度が３
０重量％から８０重量％であり、
　－添加物の濃度が０重量％から１５重量％である植物処理組成物が好ましい。
【００３０】
　本発明による植物処理組成物が、そのまま使用できる製品である場合、
　－式（Ｉ）の脂肪アルコールエトキシラートの含有量が０．０１重量％から０．２重量
％であり、
　－ネオニコチニル物質の群からの活性化合物の含有量が０．００１重量％から０．０３
重量％であり、
　－ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチルピロリドン及び／又はブチロラクトンの含有量が
０重量％から５０重量％であり、
　－添加物の含有量が０重量％から９５重量％であるものが好ましい。
【００３１】
　本発明による植物処理組成物は、成分を、それぞれの場合に所望の比でお互いと混合す
ることによって製造される。一般的に、ネオニコチニル物質の群からの活性化合物を最初
に装入し、次いで他の成分を、全ての順序で攪拌しながら添加する。
【００３２】
　本発明による植物処理組成物を製造するとき、温度を一定の範囲内で変化させることが
できる。一般的に、この組成物は、１０℃から５０℃、好ましくは室温で製造される。
【００３３】
　農薬配合物を製造するために慣習的に使用される装置が、本発明による植物処理組成物
を製造するために適している。
【００３４】
　本発明による植物処理組成物は、そのままで又は水若しくは他の希釈剤で前もって希釈
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した後に、即ち、例えば、エマルジョン、懸濁液、溶液又はエーロゾルとして適用するこ
とができる。適用は、慣習的方法、即ち、例えば、スプレー、散水、霧化、注入又は散布
により実施される。
【００３５】
　本発明による植物処理組成物の適用割合は、比較的広い範囲内で変化させることができ
る。これは、配合物中に含有されている特別の活性化合物及びそれらの濃度に依存する。
【００３６】
　本発明による植物処理組成物の助けで、ネオニコチニル物質を、植物及び／又はそれら
の生息環境に特に有利な方法で適用することが可能である。ここで、固体活性化合物の結
晶化する傾向は減少され、活性化合物の浸透力は増強され、慣習的配合物に比較して、活
性化合物の生物学的活性が増加する。
【００３７】
　本発明を下記の実施例によって例示する。
【００３８】
　（製造実施例）
【実施例１】
【００３９】
　配合物を製造するために、
　２０ｇのイミダクロプリドを、室温で攪拌しながら、逐次的に、
　５ｇの、商品名ルビスコールＶＡ６４（ＢＡＳＦ社から）で公知であるポリビニルピロ
リドンとポリビニルアルコールとのコポリマー、
　１０ｇの、商品名ゲナポール（Ｇｅｎａｐｏｌ）Ｃ－１００（クラリアント社（Ｃｌａ
ｒｉａｎｔ）から）で公知である、式（Ｉ）（但し、
　ｍは１０．５の平均値を表し、
　ｎは８．４の平均値を表す）の脂肪アルコールエトキシラート及び
　６５ｇのＮ－メチルピロリドン
と混合する。
【００４０】
　添加が終わった後、室温での攪拌を５分間継続する。これにより均一な液体が得られる
。
【実施例２】
【００４１】
　配合物を製造するために、
　７ｇのイミダクロプリドを、室温で攪拌しながら、逐次的に、
　５ｇの、商品名ルビスコールＶＡ６４（ＢＡＳＦ社から）で公知であるポリビニルピロ
リドンとポリビニルアルコールとのコポリマー、
　１０ｇの、商品名ゲナポールＣ－１００（クラリアント社から）で公知である、式（Ｉ
）（但し、
　ｍは１０．５の平均値を表し、
　ｎは８．４の平均値を表す）の脂肪アルコールエトキシラート、
　２．５ｇのシフルトリン及び
　７５．５ｇのＮ－メチルピロリドン
と混合する。
【００４２】
　添加が終わった後、室温での攪拌を５分間継続する。これにより均一な液体が得られる
。
【００４３】
　（比較実施例Ａ）
　配合物を製造するために、
　２０ｇのイミダクロプリドを、室温で攪拌しながら、逐次的に、
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　５ｇの、商品名ルビスコールＶＡ６４（ＢＡＳＦ社から）で公知であるポリビニルピロ
リドンとポリビニルアルコールとのコポリマー、
　１０ｇのセバシン酸ジエチル、
　１０ｇのひまし油エトキシラート及び
　５５ｇのＮ－メチルピロリドン
と混合する。
【００４４】
　添加が終わった後、室温での攪拌を５分間継続する。これにより均一な液体が得られる
。
【００４５】
　（比較実施例Ｂ）
　配合物を製造するために、
　２０ｇのイミダクロプリドを、室温で攪拌しながら、逐次的に、
　５ｇの、商品名ルビスコールＶＡ６４（ＢＡＳＦ社から）で公知であるポリビニルピロ
リドンとポリビニルアルコールとのコポリマー、
　１０ｇの、５重量％のＮ，Ｎ－ジメチル－ヘキサンカルボキサミド、５０重量％のＮ，
Ｎ－ジメチル－オクタンカルボキサミド、４０重量％のＮ，Ｎ－ジメチル－デカンカルボ
キサミド及び５重量％のＮ，Ｎ－ジメチル－ドデカンアミドの混合物、
　１０ｇのひまし油エトキシラート並びに
　５５ｇのＮ－メチルピロリドン
と混合する。
【００４６】
　添加が終わった後、室温での攪拌を５分間継続する。これにより均一な液体が得られる
。
【００４７】
　（比較実施例Ｃ）
　配合物を製造するために、
　２０ｇのイミダクロプリドを、室温で攪拌しながら、逐次的に、
　５ｇの、商品名ルビスコールＶＡ６４（ＢＡＳＦ社から）で公知であるポリビニルピロ
リドンとポリビニルアルコールとのコポリマー、
　１０ｇの、１分子当たり平均２０個のオキシエチレン単位を有するポリオキシエチレン
ソルビタンモノオレアート、
　１０ｇのひまし油エトキシラート及び
　５５ｇのＮ－メチルピロリドン
と混合する。
【００４８】
　添加が終わった後、室温での攪拌を５分間継続する。これにより均一な液体が得られる
。
【００４９】
　（使用実施例１）
　オオムギ植物の中へのイミダクロプリドの浸透の決定
　活性化合物製剤
　活性化合物のそのまま使用できる製剤を製造するために、それぞれの場合に、１重量部
の前記の実施例に記載した配合物を、１リットル当たり２００ｍｇのイミダクロプリドを
含有するスプレー液が得られるように水で希釈した。
【００５０】
　適用割合
　植物当たり、それぞれの場合に３μＬの、活性化合物のそのまま使用できる製剤及び定
義された、それぞれの場合に同一量の放射能標識化イミダクロプリドを使用した。
【００５１】
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　植物
　使用した植物は、バーミキュライト中で生長し、２葉期であった、栽培変種植物タピル
（Ｔａｐｉｒ）の１４日齢オオムギ植物であった。
【００５２】
　適用の点
　３μＬの活性化合物のそのまま使用できる製剤を、それぞれの場合に、第一葉の上に、
葉の先端から５．５ｃｍの距離で適用した。
【００５３】
　実験の期間
　適用時点から洗浄により除去するまで２４時間又は４８時間。
【００５４】
　繰り返し
　活性化合物の製剤当たり５回の繰り返し。
【００５５】
　気候
　２２℃から２３℃及び５５％から６０％相対雰囲気湿度で明１２時間；１５℃及び８０
％相対雰囲気湿度で暗１０時間並びにその前の期間と同じ気候で薄明それぞれ１時間２回
。
【００５６】
　対照
　それぞれの場合に、３μＬの活性化合物のそのまま使用できる製剤を、シンチレーショ
ンボトルの中に直接ピペットで入れた。活性化合物の製剤当たり５回の繰り返し。
【００５７】
　調製
　温室内で新たに生長した２葉期であるオオムギ植物の第二葉を切り取った。次いで、水
平に整列した植物の残りの葉を、２ｃｍの領域内の葉の上への適用の点が捻れないように
、顕微鏡スライドの補助で固定した。これらの調製に続いて、活性化合物のそのまま使用
できる製剤を、室温で６０分間攪拌した。
【００５８】
　適用及び仕上げ
　それぞれの場合に、３μＬの活性化合物の製剤を、葉の中央の上に適用した。次いで、
この植物を、活性化合物の製剤が乾燥するまで放置した。同時に、対照として、それぞれ
の場合に、３μＬの活性化合物の製剤を、シンチレーションボトルの中に直接ピペットで
入れた。この対照を５回の繰り返して行った。直後に、活性化合物の他の製剤及び植物を
、同じ手順に付した。適用に続いて、２１℃から２２℃の温度及び７０％の相対雰囲気湿
度を実験室内で維持した。
【００５９】
　適用した活性化合物の製剤の全てが乾燥した後、処理した植物を、気候調節したチャン
バー内に、２２時間又は４６時間入れた。活性化合物の製剤を適用して２４時間又は４８
時間後に、全ての植物の葉を、スライドを使用してもう一度固定した。次いで、適用の点
の全表面を、３０μＬの、アセトン中の酢酸セルロースの５％強度溶液で覆った。この溶
液が完全に乾燥した後、形成された酢酸セルロースフィルムを、それぞれの場合に除去し
、シンチレーションボトルの中に入れた。それぞれの場合に、次いで１ｍＬのアセトンを
酢酸セルロースフィルムに添加した。このサンプルを、その中に含有されている物質が溶
解するまで、室温で密閉容器内に放置した。その後、それぞれの場合に、２ｍＬのシンチ
レーション液を添加した。予め、葉の先端を一片に切断し、厚紙帽子の中に入れた。厚紙
帽子及び内容物を５０℃で１６時間乾燥させた。次いで、全てのサンプルの放射能を、液
体及び灰化シンチレーションによって決定した。得られた値は、活性化合物の取り込み及
び転位のパーセンテージを計算するために使用される。０％は、活性化合物が取り込まれ
も、転位されもしなかったことを意味する。１００％は、活性化合物の全てが取り込まれ
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【００６０】
　この試験結果を下記の表に示す。
【００６１】
【表１】

【００６２】
　この結果は、本発明による配合物が、比較のために使用した配合物よりも顕著に良好に
浸透することを示している。
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